
 

 

  

↓スクロール 

事前届出 電子申請マニュアル（建築物） 

以下の案内に沿って申請してください 

↓スクロール 

アカウントを利用せずに 
申請する方法はこちら 

アカウントを利用して 

申請すると、 

申請の一時保存や 

過去の申請履歴を 

残すことができます！ 

↓スクロール 

建築物と工作物で 

申請ページが違います。 

申請内容に応じた 

ページを選択して 

ください。 

○○＠△△.□□ 

1） メールアドレスを 

入力して送信します 

SAMPLE 

2） 入力した 

メールアドレスに 

メールが届きます 

3） メール内の URL を 

クリックすると 

申請に進めます 

 

SAMPLE 2） 入力した 

メールアドレスに 

メールが届きます 

3） メール内の URL を 

クリックすると 

次の画面になります 

↓スクロール 

アカウントによる申請方法はこちら 

■■＠○○.△△ 

●●△△■ 

持っていない方は 

こちらから新しく 

作成してください 

 

すでに 

Graffer アカウントを 

お持ちの方は 

こちらをクリック 

お持ちの 

Google・LINE の 

アカウントを 

この申請で利用 

される方は 

こちらをクリック 

山田 花子 

■■＠○○.△△ 

●●△△■ 

1） 名前・メールアドレス 

パスワードを 

入力して登録ボタンを 

クリック 

■■＠○○.△△ 

●●△△■ 

メールアドレス 

パスワードを入力して 

ログインボタンを 

クリック 



  

② 

① 

申請内容について（例） 

連名の場合は 

こちらをクリックし、 

情報を入力してください 

 

③ 

市街化区域を選んだ方は ④ 

市街化調整区域を選んだ方は ⑤ 

両方選んだ方は ④⑤ 

の画面がこの画面の入力後に 

表示されます 

6.000 

敷地が複数の町丁目に 

またがる場合は 

こちらをクリックし、 

情報を入力してください 

 

都市計画で定められた指定容積率を 

入力してください！ 

※建築基準法第 52 条第 2 項（前面道路による 

低減等）による数値ではありません。 

 

都市計画で定められた指定建蔽率を 

入力してください！ 

※角地緩和や、防火地域での耐火建築物による 

緩和を含めた数値ではありません。 

 

②‘ 
変更の場合は「変更」を選択し、 

変更の内容、前回の事前届出の情報 

を入力してください！ 



 

⑦ 必要図面はこちらです！ 

よくご確認ください！ 

各申請内容を再度 

ご確認ください！！ 

申請 完了！ 

⑧ 

↓スクロール 
修正があればこちらを 

クリックすることで、 

申請画面に戻れます 

↓スクロール 
⑤ 

④ 

⑥ 


